
趣 旨
せき髄損傷者は、ケガや病気が治った（以下「症状固定」）後も尿路障害、褥瘡等の予防その
他の医学的措置等を必要とすることがあることから、アフターケアを⾏います。

対象者（以下の(1)〜(3)のすべて、または(1)及び (4)を満たす⽅が対象）
(1) 業務災害または通勤災害によるせき髄損傷者
(2) 労災保険法による障害等級第３級以上の障害補償給付もしくは障害給付を受けている⽅、

または受けると⾒込まれる⽅（症状固定した⽅に限る）
(3) 医学的に早期にアフターケアの実施が必要と認められる⽅
(4) 障害等級第４級以下の障害補償給付または障害給付を受けている⽅のうち、医学的に特

に必要と認められる⽅

措置範囲
(1) 診 察︓原則として１か月に１回程度
(2) 保健指導︓診察の都度
(3) 保健のための処置

ア 褥瘡処置
医師が必要と認めた場合は、⾃宅等で交換のために使⽤する滅菌ガーゼと絆創膏を
支給できます。

イ 尿路処置（導尿、膀胱洗浄、留置カテーテル設置・交換を含む）
医師が必要と認めた場合には、⾃宅等で使⽤するためのカテーテル、留置カテーテ
ル（収尿袋を含む）、カテーテル⽤消毒液（洗浄剤と潤滑剤を含む）、滅菌ガーゼ
を支給できます。

ウ 薬剤の支給
① 抗菌薬（抗⽣物質、外⽤薬を含む）

尿路感染者、尿路感染のおそれのある⽅と褥瘡のある⽅が対象です。
② 褥瘡処置⽤・尿路処置⽤外⽤薬
③ 排尿障害改善薬、頻尿治療薬
④ 筋弛緩薬（鎮痙薬を含む）

重症痙性⿇痺治療薬髄腔内持続注入⽤埋込型ポンプに再充填する鎮痙薬を含み
ます。

⑤ ⾃律神経薬
⑥ 末梢神経障害治療薬
⑦ 向精神薬
⑧ 鎮痛・消炎薬（外⽤薬を含む）
⑨ 整腸薬、下剤、浣腸薬

せき髄損傷に関するアフターケア
（コード№01）
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診察の都度、必要に応じて実施① 尿検査（尿培養検査を含む）

１年に２回程度② CRP検査

１年に１回程度

③ 末梢血液一般・⽣化学的検査
④ 膀胱機能検査（残尿測定検査を

含む）
残尿測定検査は、超⾳波によるもの
を含みます。

⑤ 腎臓、膀胱と尿道のエックス線検査

医学的に特に必要と認められる場合に
限り、１年に１回程度

⑥ 損傷せき椎と⿇痺域関節の
エックス線、ＣＴ、ＭＲＩ検査

(4) 対象となる検査

アフターケア手帳の有効期間
(1) 新規の交付

交付日から起算して３年間です。
(2) 更新による再交付

更新前の手帳の有効期間が満了する日の翌日から起算して５年間です。
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各傷病について必要と認められる部位に
ついて、１年に１回程度エックス線検査

趣 旨
頭頸部外傷症候群等の傷病者で、症状固定後も神経に障害を残す場合は、季節、天候、社会環
境等の変化に伴って症状に動揺をおこすことがあることから、アフターケアを⾏います。

対象者（以下の(1)〜(3)のすべて、または(1)及び (4)を満たす⽅が対象）
(1) 業務災害または通勤災害で次の①〜③に掲げる傷病にり患した⽅

① 頭頸部外傷症候群【21】
② 頸肩腕障害【22】

上肢等に過度の負担のかかる業務によって、後頭部、頸部、肩甲帯、上肢、前腕、
手、指に発⽣した運動器の障害をいいます。

③ 腰痛【23】
※【 】内の数字は対象傷病コードです。

(2) 労災保険法による障害等級第９級以上の障害補償給付もしくは障害給付を受けている⽅、
または受けると⾒込まれる⽅（症状固定した⽅に限る）

(3) 医学的に早期にアフターケアの実施が必要と認められる⽅
(4) 障害等級第10級以下の障害補償給付または障害給付を受けている⽅のうち、医学的に特

に必要と認められる⽅

措置範囲
(1) 診 察︓原則として１か月に１回程度
(2) 保健指導︓診察の都度
(3) 保健のための処置（薬剤の支給）

① 神経系機能賦活薬
② 向精神薬（頭頸部外傷症候群に限る）
③ 筋弛緩薬
④ 鎮痛・消炎薬（外⽤薬を含む）
⑤ 循環改善薬（鎮暈薬、血管拡張薬と昇圧薬を含む）

血液の循環の改善を必要とするものに対して必要に応じて支給します。
(4)  対象となる検査

アフターケア手帳の有効期間
交付日から起算して２年間です。
なお、手帳の更新はできません。

頭頸部外傷症候群等に関するアフターケア
（コード№21〜23）
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趣 旨
尿道断裂や骨盤骨折等で、尿道狭さくの障害を残す⽅や尿路変向術等を受けた⽅は、症状固定
後も尿流が妨げられるため腎機能障害や尿路感染症を発症するおそれがあることから、アフ
ターケアを⾏います。

対象者（以下のすべてを満たす⽅が対象）
(1) 業務災害または通勤災害で、尿道狭さくの障害を残す⽅または尿路変向術を受けた⽅

【24】または代⽤膀胱を造設された⽅【25】
※【 】内の数字は対象傷病コードです。

(2) 労災保険法による障害補償給付もしくは障害給付を受けている⽅、または受けると⾒込
まれる⽅（症状固定した⽅に限る）

(3) 医学的に早期にアフターケアの実施が必要と認められる⽅

措置範囲
(1) 診 察︓原則として１〜３か月に１回程度
(2) 保健指導︓診察の都度
(3) 保健のための処置

ア 尿道ブジー（誘導ブジーを含む）

尿路系障害に関するアフターケア
（コード№24〜25）

処 置狭さくの度合い

１〜４か月に１回程度の拡張術シャリエ式尿道ブジー第20番がかろうじ
て通り、ときどき拡張術を⾏う必要がある

• 目標番数（通常は20番）に達するま
での３〜６か月は週１回程度の拡張術

• 目標番数に達した後は、１〜４か月に
１回（尿道の状態確認のための尿道ブ
ジーによる）

• シャリエ式尿道ブジー第16番または第
19番程度による拡張術が必要

• シャリエ式尿道ブジー第15番程度以下
のブジーによる拡張術が必要

再発として扱う（別途労災手続が必要）糸状ブジーがかろうじて通る

イ 尿路処置（導尿、膀胱洗浄、留置カテーテル設置・交換を含む）
医師が必要と認めた場合には、⾃宅等で使⽤するためのカテーテル、留置カテーテ
ル（収尿袋を含む）、カテーテル⽤消毒液（洗浄剤と潤滑剤を含む）と滅菌ガーゼ
を支給できます。

ウ 薬剤の支給
①〜⑤の薬剤については、尿道ブジーと尿路処置の実施の都度、必要に応じて１週
間分程度支給できます。
① 止血薬
② 抗菌薬（抗⽣物質を含む）
③ ⾃律神経薬
④ 鎮痛・消炎薬
⑤ 尿路処置⽤外⽤薬
⑥ 排尿障害改善薬、頻尿治療薬
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アフターケア手帳の有効期間
(1) 新規の交付

交付日から起算して３年間です。
(2) 更新による再交付

更新前の手帳の有効期間が満了する日の翌日から起算して１年間です。

１〜３か月に１回程度① 尿検査（尿培養検査を含む）

１年に２回程度
② 末梢血液一般・⽣化学的検査
③ CRP検査

１年に１回程度
④ エックス線検査
⑤ 腹部超⾳波検査

代⽤膀胱を造設した⽅に対し、１年に
１回程度⑥ ＣＴ検査

(4) 対象となる検査

18
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趣 旨
慢性肝炎にり患した⽅で、症状固定後もウイルスの持続感染が認められる⽅は、肝炎の再燃ま
たは肝病変の進⾏をきたすおそれがあることから、アフターケアを⾏います。

対象者（以下のすべてを満たす⽅が対象）
(1) 業務災害または通勤災害でウイルス肝炎にり患した⽅で、労災保険法による障害補償給

付もしくは障害給付を受けている⽅、または受けると⾒込まれる⽅（症状固定した⽅に
限る）

(2) 医学的に早期にアフターケアの実施が必要と認められる⽅

措置範囲
(1) 診 察

① ＨＢｅ抗原陽性の⽅とＣ型肝炎ウイルスに感染している⽅は、原則として１か月に
１回程度【26】

② ＨＢｅ抗原陰性の⽅は、原則として６か月に１回程度【27】
※【 】内の数字は対象傷病コードです。

(2) 保健指導︓診察の都度
(3) 対象となる検査

６か月に１回程度① 末梢血液一般検査

ア HBe抗原陽性者とC型肝炎ウイルス
感染者は、１か月に１回程度

イ HBe抗原陰性者は、６か月に１回程度
② ⽣化学的検査

６か月に１回程度③ 腹部超⾳波検査

医学的に特に必要と認められる場合に限る

④ B型肝炎ウイルス感染マーカー
⑤ HCV抗体
⑥ HCV-RNA同定（定性）検査
⑦ AFP(α-フェトプロテイン)
⑧ PIVKA-Ⅱ
⑨ プロトロンビン時間検査
⑩ CT検査

アフターケア手帳の有効期間
(1) 新規の交付

交付日から起算して３年間です。
(2) 更新による再交付

更新前の手帳の有効期間が満了する日の翌日から起算して１年間です。

慢性肝炎に関するアフターケア
（コード№26〜27）
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趣 旨
白内障等の眼疾患にり患した⽅は、症状固定後も視機能に動揺をきたすおそれがあることから、
アフターケアを⾏います。

対象者（以下の(1)〜(3)のすべて、または(1)及び(4)を満たす⽅が対象）
(1) 業務災害または通勤災害による白内障、緑内障、網膜剥離、角膜疾患、眼瞼内反等の眼

疾患の⽅
(2) 労災保険法による障害補償給付もしくは障害給付を受けている⽅、または受けると⾒込

まれる⽅（症状固定した⽅に限る）
(3) 医学的に早期にアフターケアの実施が必要であると認められる⽅
(4) 障害補償給付または障害給付を受けていない⽅（症状固定した⽅に限る）のうち、医学

的に特に必要があると認められる⽅

措置範囲
(1) 診 察︓原則として１か月に１回程度
(2) 保健指導︓診察の都度
(3) 保健のための処置

ア 睫毛抜去
眼瞼内反による睫毛乱⽣のために必要な⽅に対して⾏います。

イ 薬剤の支給
① 外⽤薬
② 眼圧降下薬

(4) 対象となる検査

診察の都度、必要に応じて実施

① 矯正視⼒検査
② 屈折検査
③ 細隙燈顕微鏡検査
④ 前房隅角検査
⑤ 精密眼圧測定
⑥ 精密眼底検査
⑦ 量的視野検査

アフターケア手帳の有効期間
(1) 新規の交付

交付日から起算して２年間です。
(2) 更新による再交付

更新前の手帳の有効期間が満了する日の翌日から起算して１年間です。

白内障等の眼疾患に関するアフターケア
（コード№05）
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趣 旨
振動障害にり患した⽅は、症状固定後も季節の変化等に伴い、後遺症状に動揺をきたす場合が
⾒られることから、アフターケアを⾏います。

対象者（以下のすべてを満たす⽅が対象）
(1) 業務災害による振動障害の傷病者で、労災保険法による障害補償給付を受けている⽅ま

たは受けると⾒込まれる⽅（症状固定した⽅に限る）
(2) 医学的に早期にアフターケアの実施が必要と認められる⽅

措置範囲
(1) 診 察︓原則として１か月に２〜４回程度

（寒冷期は、医師の意⾒を踏まえ、その必要とする回数）
(2) 保健指導︓診察の都度

特に身体局所に対する振動刺激を避けるよう努めさせるとともに、防寒・保温、 適度の
運動の実施、喫煙の禁止等日常⽣活上の配慮について指導します。

(3) 保健のための処置
ア 理学療法

診察の都度、必要と認められる場合
イ 注射

診察の都度、特に必要と認められる場合、一時的な消炎・鎮痛のために⾏います。
ウ 薬剤の支給

① ニコチン酸薬
② 循環ホルモン薬
③ ビタミンＢ１、Ｂ２、Ｂ６、Ｂ12、Ｅ剤
④ Ｃａ拮抗薬
⑤ 交感神経α－受容体抑制薬
⑥ 鎮痛・消炎薬（外⽤薬を含む）

(4) 対象となる検査

１年に１回程度

① 末梢血液一般・⽣化学的検査
② 尿検査
③ 末梢循環機能検査

(ⅰ) 常温下皮膚温・爪圧迫検査
(ⅱ) 冷⽔負荷皮膚温・爪圧迫検査

④ 末梢神経機能検査
(ⅰ) 常温下痛覚・振動覚検査
(ⅱ) 冷⽔負荷痛覚・振動覚検査
(ⅲ) 神経伝導速度検査

（遅発性尺骨神経⿇痺の場合に限る）
⑤ 末梢運動機能検査

握⼒の検査

振動障害に関するアフターケア
（コード№06）
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アフターケア手帳の有効期間
(1) 新規の交付

交付日から起算して２年間です。
(2) 更新による再交付

更新前の手帳の有効期間が満了する日の翌日から起算して１年間です。

22

放射線による身体的影響を考慮して必要
と認められる⽅に限り、２年に１回程度⑥ 手関節と肘関節のエックス線検査
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趣 旨
大腿骨頸部骨折と股関節脱臼・脱臼骨折の傷病者は、症状固定後も大腿骨骨頭壊死の発症をき
たすおそれがあることから、アフターケアを⾏います。

対象者（以下の(1)〜(3)のすべて、または(1)及び(4)を満たす⽅が対象）
(1) 業務災害または通勤災害による大腿骨頸部骨折と股関節脱臼・脱臼骨折した⽅
(2) 労災保険法による障害補償給付もしくは障害給付を受けている⽅、または受けると⾒込

まれる⽅（症状固定した⽅に限る）
(3) 医学的に早期にアフターケアの実施が必要であると認められる⽅
(4) 障害補償給付または障害給付を受けていない⽅（症状固定した⽅に限る）のうち、医学

的に特に必要と認められる⽅

措置範囲
(1) 診 察︓原則として３〜６か月に１回程度
(2) 保健指導︓診察の都度
(3) 保健のための処置（薬剤の支給）

鎮痛・消炎薬（外⽤薬を含む）
(4) 対象となる検査

３〜６か月に１回程度① 末梢血液一般・⽣化学的検査
② エックス線検査

医学的に特に必要と認められる場合に
限る③ シンチグラム、ＣＴ、MRI等検査

アフターケア手帳の有効期間
(1) 新規の交付

交付日から起算して３年間です。
(2) 更新による再交付

更新前の手帳の有効期間が満了する日の翌日から起算して１年間です。

大腿骨頸部骨折及び股関節脱臼・脱臼骨折に関するアフターケア
（コード№０７）
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趣 旨
人工関節及び人工骨頭を置換した⽅は、症状固定後も人工関節と人工骨頭の耐久性やルースニ
ング（機械的または感染）により症状発現するおそれがあることから、アフターケアを⾏いま
す。

対象者（以下のすべてを満たす⽅が対象）
(1) 業務災害または通勤災害で、人工関節及び人工骨頭を置換した⽅
(2) 労災保険法による障害補償給付もしくは障害給付を受けている⽅、または受けると⾒込

まれる⽅（症状固定した⽅に限る）
(3) 医学的に早期にアフターケアの実施が必要と認められる⽅

措置範囲
(1) 診 察︓原則として３〜６か月に１回程度
(2) 保健指導︓診察の都度
(3) 保健のための処置（薬剤の支給）

鎮痛・消炎薬（外⽤薬を含む）
(4) 対象となる検査

３〜６か月に１回程度① 末梢血液一般・⽣化学的検査
② エックス線検査

１年に２回程度③ CRP検査

医学的に特に必要と認められる場合に
限る④ シンチグラム検査

アフターケア手帳の有効期間
(1) 新規の交付

交付日から起算して３年間です。
(2) 更新による再交付

更新前の手帳の有効期間が満了する日の翌日から起算して５年間です。

人工関節・人工骨頭置換に関するアフターケア
（コード№08）
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趣 旨
骨折等により化膿性骨髄炎を併発し、引き続き慢性化膿性骨髄炎に移⾏した⽅は、症状固定後
も骨髄炎が再燃するおそれがあることから、アフターケアを⾏います。

対象者（以下のすべてを満たす⽅が対象）
(1) 業務災害または通勤災害による骨折等で化膿性骨髄炎を併発し、引き続き慢性化膿性骨

髄炎に移⾏した⽅
(2) 労災保険法による障害補償給付もしくは障害給付を受けている⽅、または受けると⾒込

まれる⽅（症状固定した⽅に限る）
(3) 医学的に早期にアフターケアの実施が必要と認められる⽅

措置範囲
(1) 診 察︓原則として１〜３か月に１回程度
(2) 保健指導︓診察の都度
(3) 保健のための処置（薬剤の支給）

① 抗菌薬（抗⽣物質、外⽤薬を含む）
② 鎮痛・消炎薬（外⽤薬を含む）

(4) 対象となる検査

１〜３か月に１回程度① 末梢血液一般・⽣化学的検査

診療の都度、必要に応じて実施② 細菌検査

１年に２回程度③ CRP検査

３〜６か月に１回程度④ エックス線検査

医学的に特に必要と認められる場合に
限る⑤ シンチグラム、ＣＴ、MRI等検査

アフターケア手帳の有効期間
(1) 新規の交付

交付日から起算して３年間です。
(2) 更新による再交付

更新前の手帳の有効期間が満了する日の翌日から起算して１年間です。

慢性化膿性骨髄炎に関するアフターケア
（コード№09）
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趣 旨
虚血性心疾患にり患した⽅とペースメーカまたは除細動器を植え込んだ⽅は、症状固定後も、狭
心症、不整脈、心機能障害が残存することが多く、また、植え込んだペースメーカまたは除細動
器は、身体条件の変化や機器の不具合等で不適正な機器の作動が⽣じるおそれがあることから、
アフターケアを⾏います。

対象者
(1) 虚血性心疾患にり患した⽅

（以下の①〜③、または①及び④を満たす⽅が対象）【28】
① 業務災害または複数業務要因災害で虚血性心疾患にり患した⽅
② 労災保険法による障害等級第９級以上の障害補償給付もしくは複数事業労働者障害

給付を受けている⽅または受けると⾒込まれる⽅（症状固定した⽅に限る）
③ 医学的に早期にアフターケアの実施が必要と認められる⽅
④ 障害等級第10級以下の障害補償給付または複数事業労働者障害給付を受けている

⽅のうち、医学的に特に必要と認められる⽅
(2) ペースメーカまたは除細動器を植え込んだ⽅（以下のすべてを満たす⽅が対象）【29】

① 業務災害、複数業務要因災害または通勤災害でペースメーカまたは除細動器を植え
込んだ⽅

② 労災保険法による障害補償給付、複数事業労働者障害給付または障害給付を受けて
いる⽅または受けると⾒込まれる⽅（症状固定した⽅に限る）

③ 医学的に早期にアフターケアの実施が必要と認められる⽅

措置範囲
(1) 診 察

① 虚血性心疾患にり患した⽅は、原則として１か月に１回程度
② ペースメーカまたは除細動器を植え込んだ⽅は、原則として１〜３か月に１回程度

(2) 保健指導︓診察の都度
(3) 保健のための処置

ア ペースメーカまたは除細動器の定期チェック
ペースメーカまたは除細動器のパルス幅、スパイク間隔、マグネットレート、刺激
閾値、感度等の機能指標の計測とともに、アフターケア上必要な指導を⾏うため、
６か月〜１年に１回程度実施します。

イ 薬剤の支給
① 抗狭心症薬
② 抗不整脈薬
③ 心機能改善薬
④ 循環改善薬（利尿薬を含む）
⑤ 向精神薬

虚血性心疾患等に関するアフターケア
（コード№28〜29）
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※【 】内の数字は対象傷病コードです。
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イ ペースメーカまたは除細動器を植え込んだ⽅

１〜６か月に１回程度
① 末梢血液一般・⽣化学的検査
② 尿検査
③ 心電図検査（安静時と負荷検査）

６か月に１回程度④ 胸部エックス線検査

１年に１回程度⑤ ホルター心電図検査

医学的に特に必要と認められる場合に
限る

⑥ 心臓超⾳波検査
⑦ 心臓核医学検査

アフターケア手帳の有効期間
(1) 新規の交付

交付日から起算して３年間です。
(2) 更新による再交付

(4) 対象となる検査
ア 虚血性心疾患にり患した⽅

１か月に１回程度

① 末梢血液一般・⽣化学的検査
② 尿検査
③ 心電図検査（安静時と負荷検査）
④ 胸部エックス線検査

医学的に特に必要と認められる場合に
限る

⑤ ホルター心電図検査
⑥ 心臓超⾳波検査
⑦ 心臓核医学検査

更新前の手帳の有効期間が満了する日の
翌日から起算して１年間です。虚血性心疾患にり患した⽅

更新前の手帳の有効期間が満了する日の
翌日から起算して５年間です。

ペースメーカまたは除細動器を植え込ん
だ⽅
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趣 旨
尿路系腫瘍にり患した⽅は、症状固定後も再発する可能性が非常に高いため定期的な検査が必
要となることから、アフターケアを⾏います。

対象者（以下のすべてを満たす⽅が対象）
(1) 業務に起因する尿路系腫瘍にり患し、労災保険法による療養補償給付を受けている⽅
(2) この尿路系腫瘍が症状固定したと認められる⽅
(3) 医学的に早期にアフターケアの実施が必要と認められる⽅

措置範囲
(1) 診 察︓原則として１か月に１回程度
(2) 保健指導︓診察の都度
(3) 保健のための処置（薬剤の支給）

① 再発予防のための抗がん薬
医学的に特に必要と認められる場合にのみ⾏われ、投与期間は症状固定後１年以内

② 抗菌薬（抗⽣物質を含む）
(4) 対象となる検査

１か月に１回程度① 尿検査（尿培養検査を含む）
② 尿細胞診検査

３〜６か月に１回程度

③ 内視鏡検査
④ 超⾳波検査
⑤ 腎盂造影検査
⑥ CT検査

アフターケア手帳の有効期間
(1) 新規の交付

交付日から起算して３年間です。
(2) 更新による再交付

更新前の手帳の有効期間が満了する日の翌日から起算して１年間です。

尿路系腫瘍に関するアフターケア
（コード№11）
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趣 旨
脳に器質的損傷が出現した⽅で、症状固定後も精神または神経に障害を残す⽅は、季節、天候、
社会環境等の変化に伴って症状に動揺をおこすことがあることから、アフターケアを⾏います。

対象者（以下の(1)〜(3)のすべて、または(1)及び(4)を満たす⽅が対象）
(1) 業務災害または通勤災害で次の①〜⑤に掲げる傷病に由来する脳の器質性障害が残存

した⽅（④は複数業務要因災害を含む）
① 外傷による脳の器質的損傷【31】
② 一酸化炭素中毒（炭鉱災害によるものを除く）【30】
③ 減圧症【32】
④ 脳血管疾患【33】
⑤ 有機溶剤中毒等（炭鉱災害によるものを含めた一酸化炭素中毒を除く)【34】
※【 】内の数字は対象傷病コードです。

(2) 労災保険法による障害等級第９級以上の障害補償給付、複数事業労働者障害給付
または障害給付を受けている⽅または受けると⾒込まれる⽅（症状固定した⽅に限る）

(3) 医学的に早期にアフターケアの実施が必要であると認められる⽅
(4) 障害等級第10級以下の障害補償給付、複数事業労働者障害給付または障害給付を受けて

いる⽅のうち、医学的に医学的に特に必要と認められる⽅

措置範囲
(1) 診 察︓原則として、１か月に１回程度
(2) 保健指導︓診察の都度
(3) 保健のための処置

ア 精神療法とカウンセリング
アフターケアとして実施する精神療法とカウンセリングは、治療ではなく、後遺症
状の増悪を防止するための保健上の措置です。
そのため、その処置内容については、⽣活指導に重点を置いたものとします。

イ 四肢⿇痺等が出現した⽅は、褥瘡処置と尿路処置が必要となるため、次の処置と処
置に伴う必要な材料の支給を⾏うことができます。
① 褥瘡処置

医師が必要と認めた場合には、⾃宅等で交換のために使⽤する滅菌ガーゼと絆
創膏を支給できます。

② 尿路処置（導尿、膀胱洗浄、留置カテーテル設置・交換を含む）
医師が必要と認めた場合には、⾃宅等で使⽤するためのカテーテル、留置カ
テーテル（収尿袋を含む）、カテーテル⽤消毒液（洗浄剤と潤滑剤を含む）と
滅菌ガーゼを支給できます。

ウ 薬剤の支給
① 神経系機能賦活薬
② 向精神薬
③ 筋弛緩薬
④ ⾃律神経薬

脳の器質性障害に関するアフターケア
（コード№30〜34）
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⑤ 鎮痛・消炎薬（外⽤薬を含む）
⑥ 抗パーキンソン薬
⑦ 抗てんかん薬

外傷性てんかんのある⽅と外傷性てんかん発症のおそれのある⽅に対して
支給します。

⑧ 循環改善薬（鎮暈薬、血管拡張薬と昇圧薬を含む）
血液の循環の改善を必要とする⽅に対して必要に応じて支給します。

上記のほか、四肢⿇痺等が出現した⽅は、褥瘡処置と尿路処置が必要となることから、
次の薬剤を支給できます。
① 抗菌薬（抗⽣物質、外⽤薬を含む）

尿路感染者、尿路感染のおそれのある⽅と褥瘡のある⽅が対象です。
② 褥瘡処置⽤・尿路処置⽤外⽤薬
③ 排尿障害改善薬、頻尿治療薬
④ 筋弛緩薬（鎮痙薬を含む）

重症痙性⿇痺治療薬髄腔内持続注入⽤埋込型ポンプに再充填する鎮痙薬を含みます。
⑤ 末梢神経障害治療薬
⑥ 整腸薬、下剤、浣腸薬

(4) 対象となる検査

１年に１回程度

① 末梢血液一般・⽣化学的検査
② 尿検査
③ 脳波検査
④ 心理検査

１年に１回程度
（眼に関する病訴は、業務上の事由また
は通勤による疾病以外の疾病等によるも
のも少なくないため、鑑別上必要な場合
に実施します）

⑤ 視機能検査（眼底検査等も含む）

１年に１回程度
（めまい感または身体平衡障害の病訴の
ある⽅に対して必要な場合に実施しま
す)

⑥ 前庭平衡機能検査

１年に１回程度⑦ 頭部のエックス線検査

医学的に特に必要と認められる場合に
限り、１年に１回程度⑧ 頭部のＣＴ、MRI等検査
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上記のほか、四肢⿇痺等が出現した⽅は、褥瘡処置と尿路処置が必要となることから、
必要に応じて次の検査をそれぞれの範囲内で⾏うことができます。

診察の都度、必要に応じて実施① 尿検査（尿培養検査を含む）

１年に２回程度② CRP検査

１年に１回程度

③ 膀胱機能検査
（残尿測定検査を含む）
残尿測定検査は、超⾳波によるもの
を含みます。

④ 腎臓、膀胱、尿道のエックス線検査

医学的に特に必要と認められる場合に
限り、１年に１回程度

⑤ ⿇痺域関節のエックス線、ＣＴ、
MRI等検査

アフターケア手帳の有効期間

(1) 新規の交付

交付日から起算して２年間です。
外傷による脳の器質的損傷、一酸化炭素
中毒（炭鉱災害によるものを除く）、
減圧症にり患した⽅

交付日から起算して３年間です。
脳血管疾患、有機溶剤中毒等（炭鉱災害
によるものを含めた一酸化炭素中毒を除
く）にり患した⽅

(2) 更新による再交付
更新前の手帳の有効期間が満了する日の翌日から起算して１年間です。
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趣 旨
外傷により末梢神経を損傷した⽅は、症状固定後も末梢神経の損傷に起因する激しい疼痛等の
緩和を必要とすることがあることから、アフターケアを⾏います。

対象者（以下のすべてを満たす⽅が対象）
(1) 業務災害または通勤災害で外傷により末梢神経損傷に起因し、症状固定後も複合性局所

疼痛症候群（ＣＲＰＳ。反射性交換神経性ジストロフィー（ＲＳＤ）またはカウザル
ギー）もしくは末梢神経障害性疼痛等による激しい疼痛が残存する⽅。
末梢神経障害性疼痛等の激しい疼痛が残存する⽅は、傷病名に加え、末梢神経に損傷があ
ることが医学的に判断できる場合に対象となります。

(2) 労災保険法による障害等級第12級以上の障害補償給付もしくは障害給付を受けている⽅
または受けると⾒込まれる⽅（症状固定した⽅に限る）

(3) 医学的に早期にアフターケアの実施が必要と認められる⽅

措置範囲
(1) 診 察︓原則として１か月に１〜２回程度
(2) 保健指導︓診察の都度
(3) 保健のための処置

ア 注 射
１か月に２回を限度として神経ブロックを⾏うことができます。
（診察の結果、特に疼痛が激しく神経ブロックもやむを得ないと医師が判断した場
合に限る）

イ 薬剤の支給
① 鎮痛・消炎薬（外⽤薬を含む）
② 末梢神経障害治療薬
③ 神経障害性疼痛治療薬
④ 向精神薬

（疼痛の治療等に効果が認められている薬剤（三環系抗うつ剤等）に限る）
(4) 対象となる検査

１か月に１回程度① 末梢血液一般・⽣化学的検査
② 尿検査

医学的に特に必要と認められる場合に
限り、１年に２回程度

③ エックス検査
④ 骨シンチグラフィー検査

アフターケア手帳の有効期間
(1) 新規の交付

交付日から起算して３年間です。
(2) 更新による再交付

更新前の手帳の有効期間が満了する日の翌日から起算して１年間です。

外傷による末梢神経損傷に関するアフターケア
（コード№14）
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趣 旨
熱傷の傷病者は、症状固定後においても傷痕による皮膚のそう痒、湿疹、皮膚炎等の後遺症状
を残すことがあることから、アフターケアを⾏います。

対象者（以下のすべてを満たす⽅が対象）
(1) 業務災害または通勤災害による熱傷となった⽅
(2) 傷痕（部分や大きさ）について労災保険法による障害等級第14級以上の障害補償給付ま

たは障害給付を受けている⽅または受けると⾒込まれる⽅(症状固定した⽅に限る)
(3) 医学的に早期にアフターケアの実施が必要と認められる⽅

措置範囲
(1) 診 察︓原則として１か月に１回程度
(2) 保健指導︓診察の都度
(3) 保健のための処置（薬剤の支給）

① 鎮痛・消炎薬（外⽤薬を含む）
② 血⾏促進剤（外⽤薬を含む）
③ 抗菌薬（外⽤薬を含む）
④ 皮膚保湿剤
⑤ 皮膚保護剤
⑥ 抗アレルギー薬
⑦ 末梢神経障害治療薬
⑧ 神経障害性疼痛治療薬

(4) 対象となる検査

１年に１回程度
① 末梢血液一般・⽣化学的検査
② 尿検査

アフターケア手帳の有効期間
(1) 新規の交付

交付日から起算して３年間です。
(2) 更新による再交付

更新前の手帳の有効期間が満了する日の翌日から起算して１年間です。

熱傷に関するアフターケア
（コード№15）
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趣 旨
特に異常な状況下で、強⼒な殺傷作⽤を有するサリンに中毒した⽅は、症状固定後も、縮瞳、
視覚障害、末梢神経障害、筋障害、中枢神経障害、心的外傷後ストレス障害等の後遺症状に
ついて増悪の予防、その他の医学的措置を必要とすることから、アフターケアを⾏います。

対象者（以下のすべてを満たす⽅が対象）
(1) 業務災害または通勤災害（いわゆる「地下鉄サリン事件」）でサリン中毒となった⽅
(2) 労災保険法による療養補償給付または療養給付を受けて、サリン中毒が症状固定した⽅
(3) 次の①〜④に掲げる後遺症状で、医学的に早期にアフターケアの実施が必要と認められ

る⽅
① 縮瞳、視覚障害等の眼に関連する障害
② 筋萎縮、筋⼒低下、感覚障害等の末梢神経障害、筋障害
③ 記憶⼒の低下、脳波の異常等の中枢神経障害
④ 心的外傷後ストレス障害

措置範囲
(1) 診 察︓原則として１か月に１回程度
(2) 保健指導︓診察の都度
(3) 保健のための処置

ア 精神療法とカウンセリングの実施
① 後遺症状として心的外傷後ストレス障害があると認められる⽅は、専門の医師

による精神療法とカウンセリングを⾏うことができます。
② アフターケアとして実施する精神療法とカウンセリングは、治療ではなく、後

遺症状の増悪を防止するための保健上の措置です。
そのため、その処置内容は、⽣活指導に重点を置いたものとします。

イ 薬剤の支給
① 点眼薬
② 神経系機能賦活薬
③ 向精神薬
④ ⾃律神経薬
⑤ 鎮痛・消炎薬（外⽤薬を含む）

サリン中毒に関するアフターケア
（コード№16）
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アフターケア手帳の有効期間
(1) 新規の交付

交付日から起算して３年間です。
(2) 更新による再交付

更新前の手帳の有効期間が満了する日の翌日から起算して１年間です。

35

(4) 対象となる検査

１年に２回程度

① 末梢血液一般・⽣化学的検査
② 尿検査
③ 視機能検査（眼底検査を含む）
④ 末梢神経機能検査

（神経伝達速度検査）
⑤ 心電図検査
⑥ 筋電図検査
⑦ 脳波検査
⑧ 心理検査
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趣 旨
業務災害、複数業務要因災害または通勤災害により精神障害を発病した⽅は、症状固定後もそ
の後遺症状について増悪の予防、その他の医学的措置を必要とすることから、アフターケアを
⾏います。

対象者（以下のすべてを満たす⽅が対象）
(1) 業務災害、複数業務要因災害または通勤災害により精神障害を発病した⽅
(2) 労災保険法による療養補償給付、複数事業労働者療養給付または療養給付を受けて、

精神障害が症状固定した⽅
(3) 次の①〜④に掲げる後遺症状で、医学的に早期にアフターケアの実施が必要と認められ

る⽅
① 気分の障害（抑うつ、不安等）
② 意欲の障害（低下等）
③ 慢性化した幻覚性の障害または慢性化した妄想性の障害
④ 記憶の障害または知的能⼒の障害

措置範囲
(1) 診 察︓原則として１か月に１回程度
(2) 保健指導︓診察の都度
(3) 保健のための処置

ア 精神療法とカウンセリングの実施
① 後遺症状として気分の障害または慢性化した幻覚性の障害もしくは慢性化した

妄想性の障害があると認められる⽅は、診察の都度、必要に応じて専門の医師に
よる精神療法とカウンセリングを⾏うことができます。

② アフターケアとして実施する精神療法とカウンセリングは、治療ではなく、後
遺症状の増悪を防止するための保健上の措置です。
そのため、その処置内容は、⽣活指導に重点を置いたものとします。

イ 薬剤の支給
① 向精神薬
② 神経系機能賦活薬

(4) 対象となる検査

１年に２回程度① 心理検査
② 脳波検査、CT、MRI検査

向精神薬を使⽤している場合に、１年に２回程度③ 末梢血液一般・⽣化学的検査

アフターケア手帳の有効期間
(1) 新規の交付

交付日から起算して３年間です。
(2) 更新による再交付

更新前の手帳の有効期間が満了する日の翌日から起算して１年間です。

精神障害に関するアフターケア
（コード№17）
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趣 旨
心臓弁を損傷した⽅、心臓の病変を残す⽅及び人工弁又は人工血管に置換した⽅は、症状固定
後においても心機能の低下を残したり、血栓の形成により循環不全や脳梗塞等をきたすおそれ
があることから、アフターケアを⾏います。

対象者
(1) 心臓弁を損傷した⽅、心膜の病変の障害を残す⽅【35】又は人工弁に置換した⽅【36】

業務災害又は通勤災害により、心臓弁を損傷した⽅、心膜の病変の障害を残す⽅または
人工弁に置換した⽅であって、労災保険法による障害補償給付もしくは障害給付を受け
ている⽅または受けると⾒込まれる⽅（症状固定した⽅に限ります。）のうち、医学的
に早期にアフターケアの実施が必要であると認められる⽅

(2) 人工血管を置換した⽅【37】
業務災害または通勤災害により人工血管に置換した⽅であって、症状固定した⽅のうち、
医学的に早期にアフターケアの実施が必要であると認められる⽅

措置範囲
(1) 診 察︓原則として１〜３か月に１回程度
(2) 保健指導︓診察の都度
(3) 保健のための処置（薬剤の支給）

① 抗不整脈薬
② 心機能改善薬
③ 循環改善薬（利尿薬を含みます。）
④ 向精神薬

心臓弁を損傷した⽅及び人工弁に置換した⽅に対し支給するものです。
⑤ 血液凝固阻止薬

人工弁又は人工血管に置換した⽅に対し支給するものです。

循環器障害に関するアフターケア
（コード№35〜37）

37

※【 】内の数字は対象傷病コードです。
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アフターケア手帳の有効期間
(1) 新規の交付

交付日から起算して３年間です。
(2) 更新による再交付

１〜６か月に１回程度① 末梢血液一般・⽣化学的検査
② 尿検査

３〜６か月に１回程度
③ 心電図検査（安静時と負荷検査）
④ エックス線検査

人工弁に置換した⽅に対し、３〜６か月に１回
程度⑤ 心⾳図検査

人工弁または人工血管に置換した⽅に対し、
１年に１回程度⑥ 心臓超⾳波検査

人工弁または人工血管に置換した⽅に対し、
１年に２回程度⑦ CRP検査

人工血管に置換した⽅に対し、１年に１回程度⑧ 脈波図検査

人工血管に置換した⽅に対し、
医学的に特に必要と認められる場合に限る⑨ CTまたはMRI検査

(4) 対象となる検査

更新前の手帳の有効期間が満了する日の翌
日から起算して１年間です心臓弁を損傷した⽅、心膜の病変を残す⽅

更新前の手帳の有効期間が満了する日の翌
日から起算して５年間です人工弁または人工血管に置換した⽅
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趣 旨
呼吸機能障害を残す⽅は、症状固定後も咳や痰等の後遺症状を残すため、その症状の軽減と悪
化の防止を図る必要があることから、アフターケアを⾏います。

対象者（以下のすべてを満たす⽅が対象）
(1) 業務災害または通勤災害で呼吸機能障害を残す⽅
(2) 労災保険法による障害補償給付もしくは障害給付を受けている⽅、または受けると⾒込

まれる⽅（症状固定した⽅に限る）
(3) 医学的に早期にアフターケアの実施が必要と認められる⽅

措置範囲
(1) 診 察︓原則として１か月に１回程度
(2) 保健指導︓診察の都度

特に喫煙者に対しては、日常⽣活上の配慮として喫煙の禁止について指導します。
私病であるニコチン依存症の治療を⾏うことはできません。

(3) 保健のための処置（薬剤の支給）
① 去痰薬
② 鎮咳薬
③ 喘息治療薬
④ 抗菌薬（抗⽣物質を含む）
⑤ 呼吸器⽤吸入薬、貼付薬
⑥ 鎮痛・消炎薬（外⽤薬を含む）

(4) 対象となる検査

１年に２回程度

① 末梢血液一般・⽣化学的検査
② CRP検査
③ 喀痰細菌検査
④ スパイログラフィー検査
⑤ 胸部エックス線検査

１年に２〜４回程度⑥ 血液ガス分析

１年に１回程度⑦ 胸部CT検査

アフターケア手帳の有効期間
(1) 新規の交付

交付日から起算して３年間です。
(2) 更新による再交付

更新前の手帳の有効期間が満了する日の翌日から起算して１年間です。

呼吸機能障害に関するアフターケア
（コード№19）
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趣 旨
消化器を損傷した⽅で、症状固定後も、消化吸収障害、逆流性⾷道炎、ダンピング症候群、腸
管癒着、排便機能障害または膵機能障害（以下「消化吸収障害等」）の障害を残す⽅は、腹痛
や排便機能障害等を発症するおそれがあること、また、消化器ストマ(大腸皮膚瘻、小腸皮膚瘻、
人工肛門）を造設するに至った⽅は、反応性びらん等を発症するおそれがあることから、アフ
ターケアを⾏います。

対象者（以下のすべてを満たす⽅が対象）
(1) 業務災害または通勤災害で、消化吸収障害等を残す⽅または消化器ストマを造設した⽅
(2) 労災保険法による障害補償給付または障害給付を受けている⽅、または受けると⾒込ま

れる⽅（症状固定した⽅に限る）
(3) 医学的に早期にアフターケアの実施が必要と認められる⽅

措置範囲
(1) 診 察︓原則として１か月に１回程度
(2) 保健指導︓診察の都度
(3) 保健のための処置

ア ストマ処置
ストマを造設された⽅に、それぞれのストマの管理の⽅法を指導したり、管理の援
助をすることです。

イ 外瘻の処置
軽微な外瘻が認められる⽅に対し、外瘻周辺の反応性びらん等の発症を予防するた
めに実施するものです。

ウ ⾃宅等で使⽤するための滅菌ガーゼの支給
エ 薬剤の支給

① 整腸薬、止瀉薬
② 下剤、浣腸薬
③ 抗貧血⽤薬
④ 消化性潰瘍⽤薬（逆流性⾷道炎が認められる場合に支給するもの）
⑤ 蛋白分解酵素阻害薬
⑥ 消化酵素薬
⑦ 抗菌薬（抗⽣物質、外⽤薬を含む）
⑧ 鎮痛・消炎薬（外⽤薬を含む）

消化器障害に関するアフターケア
（コード№20）
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アフターケア手帳の有効期間
(1) 新規の交付

交付日から起算して３年間です。
(2) 更新による再交付

更新前の手帳の有効期間が満了する日の翌日から起算して１年間です。

41

３か月に１回程度① 末梢血液一般・⽣化学的検査
② 尿検査

医学的に特に必要と認められる場合に
限る

③ 腹部超⾳波検査
④ 消化器内視鏡検査（ERCPを含む）
⑤ 腹部エックス線検査
⑥ 腹部CT検査

(4) 対象となる検査
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趣 旨
炭鉱災害による一酸化炭素中毒にり患した⽅は、症状固定後も季節、天候、社会環境等の変化
に随伴して精神または身体の後遺症に動揺をおこすことがあることから、アフターケアを⾏い
ます。

対象者
炭鉱災害による一酸化炭素中毒について労災保険法による療養補償給付を受けていた⽅で、症
状固定した⽅のうち、医学的に早期にアフターケアの実施が必要であると認められる⽅

措置範囲
(1) 診 察︓原則として１か月に１回程度
(2) 保健指導︓診察の都度
(3) 保健のための処置（薬剤の支給）

① 脳機能賦活薬
② 向精神薬
③ 筋弛緩薬（鎮痙薬を含む）
④ 鎮痛薬
⑤ 血管拡張薬
⑥ 抗パーキンソン薬
⑦ 抗痙攣薬
⑧ 内服昇圧薬

(4) 対象となる検査（健康診断）

アフターケア手帳の有効期間
(1) 新規の交付

交付日から起算して３年間です。
(2) 更新による再交付

更新前の手帳の有効期間が満了する日の翌日から起算して１年間です。

１年に1回程度
① 全身状態の検査
② ⾃覚症状の検査
③ 精神、神経症の一般的検査

①〜③の検査の結果、医学的に特に
必要と認められる場合に限る

④ 尿中のタンパク、糖、
ウロビリノーゲンの検査

⑤ ⾚血球沈降速度、白血球の検査
⑥ 視野検査
⑦ 脳波検査
⑧ 心電図検査
⑨ 胸部エックス線検査
⑩ CT、MRI検査

炭鉱災害による一酸化炭素中毒に関するアフターケア
（コード№00）
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アフターケアを受けている⽅の経済的負担を軽減するために、アフターケアの
通院に要する費⽤を支給します。目 的

⾃宅または勤務先から、鉄道、バス、⾃家⽤⾞などを利⽤して⽚道２キロ
メートル以上、
① 同一市町村内にあるアフターケアを受けることができる医療機関へ通院

するとき
② 同一市町村内にアフターケアを受けることができる医療機関がないため、

または隣接する市町村の医療機関の⽅が通院しやすいため、隣接する市
町村のアフターケアを受けることができる医療機関へ通院するとき

③ 同一市町村にも隣接する市町村内にもアフターケアを受けることができる
医療機関がないため、それらの市町村以外の最寄りのアフターケアを受ける
ことができる医療機関へ通院するとき

※ ⽚道２キロメートル未満であっても、ケガや病気の状態から鉄道、
バス、⾃家⽤⾞などを利⽤しなければ通院することができない場合は
支給の対象となります。

支給対象

所属事業場を管轄する都道府県労働局⻑申 請 先

・アフターケア通院費支給申請書
・領収書などの通院費の額を証明する書類※

※鉄道やバスの運賃等、申請書の内容で通院費が算定できる場合は必要ありません。

申請書は都道府県労働局、労働基準監督署にあります。
厚⽣労働省ウェブサイトからもダウンロードできます。
■厚⽣労働省ウェブサイト
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousaihoken.html

トップページ ＞政策について ＞分野別の政策一覧 ＞雇⽤・労働＞ 労働基準
＞ 施策情報 ＞ 労災補償 ＞ 労災保険給付関係請求書等ダウンロード

提出書類

⾃宅または勤務先

③

同一市町村

２ｋｍ
圏内

隣接する市町村

アフターケア通院費
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交通機関の利⽤距離 ②

①

※
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１ １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ０ ０ ０ ０ ０ ０

ロ ウ サ イ タ ロ ウ

労災 太郎
○○ △△

××× ××××

東京都千代田区霞が関×-×-×

○○ ○○○○ ○○○○

東京

労災 太郎

○○病院

東京都千代田区丸の内×-×-×

○○ ○○○○ ○○○○

５ 霞ヶ関 東京

４ ２ ３４０

３ ４ ０

１ ７ ０ ０

９ ５ １ １ ０ ５

９ ０ ５ １ ２ ０ ３

９ ０ ６ ０ １ ０ ７

９ ０ ６ ０ ２ ０ ４

９ ０ ６ ０ ３ ０ ４

○ ○ ○

令和５ １１ 令和６ ３

１ ５ １ ３ ０ １ １ ２ ３ ４ ５ ６ ７

記記 載載 例例：：鉄鉄道道往往復復 ５５日日分分

０

44
44



１ １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ０ ０ ０ ０ ０ ０

ロ ウ サ イ タ ロ ウ

労災 太郎
○○ △△

××× ××××

東京都千代田区霞が関×-×-×

○○ ○○○○ ○○○○

東京

労災 太郎

○○病院

東京都千代田区丸の内×-×-×

○○ ○○○○ ○○○○

９ ０ ５ １ １ ０ ５

９ ０ ５ １ ２ ０ ３

９ ０ ６ ０ １ ０ ７

９ ０ ６ ０ ２ ０ ４

９ ０ ６ ０ ３ ０ ４

○ ○ ○

令和５ １１ 令和６ ３

１ ５ １ ３ ０ １ １ ２ ３ ４ ５ ６ ７

５ 自宅 ○○病院

４ ２ １８５

１ ８ ５

９ ２ ５

「「１１日日のの通通院院にに要要ししたた金金額額」」はは、、１１日日のの通通院院にに要要ししたた距距離離にに１１キキロロ
メメーートトルル未未満満のの端端数数がが生生じじたた場場合合はは、、端端数数をを切切りり上上げげたた距距離離にに３３
７７円円をを乗乗じじてて下下ささいい。。
（（例例））
片片道道２２．．１１Kmをを２２倍倍→往往復復４４．．２２Km→端端数数をを切切りり上上げげてて５５Km
５５Km××３３７７円円＝＝１１８８５５円円

１１日日のの通通院院にに要要ししたた距距離離はは、、１１Km未未満満のの距距離離をを
切切りり上上げげ等等せせずずにに記記載載ししてて下下ささいい。。
（（例例））片片道道２２．．１１Kmのの場場合合

片片道道２２．．１１Kmをを２２倍倍→往往復復４４．．２２Km

記記 載載 例例：：自自家家用用自自動動車車往往復復 ５５日日分分
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１ １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ０ ０ ０ ０ ０ ０

ロ ウ サ イ タ ロ ウ

労災 太郎
○○ △△

××× ××××

東京都千代田区霞が関×-×-×

○○ ○○○○ ○○○○

東京

労災 太郎

○○病院

東京都千代田区丸の内×-×-×

○○ ○○○○ ○○○○

９ ０ ５ １ １ ０ ５

９ ０ ５ １ ２ ０ ３

９ ０
３

６ ０ １ ０ ７

９ ０ ６ ０ ２ ０ ４

９ ０ ６ ０ ３ ０ ４

○ ○ ○

令和５ 11 令和６ ３

１ ５ １ ３ ０ １ １ ２ ３ ４ ５ ６ ７

４

４ ２ １８５

４ ６ ６

１ ０ ２ １

１

２ １ １１１

１ 霞ヶ関東京

○○病院自宅

○○病院自宅

２ １ １７０

往往路路とと復復路路でで経経路路がが異異ななるる場場
合合はは、、そそれれぞぞれれ別別々々にに記記載載しし
てて下下ささいい。。

「「１１日日のの通通院院にに要要ししたた金金額額」」欄欄にに記記載載ししたた金金額額をを合合計計
ししたた金金額額をを記記載載ししてて下下ささいい。。
（（例例））
（（１１））１１８８５５円円＋＋（（２２））１１１１１１円円＋＋（（３３））１１７７００＝＝（（４４））４４６６６６円円

そそれれぞぞれれのの交交通通経経路路をを利利用用
ししたた日日数数をを記記載載ししてて下下ささいい。。

「「１１日日のの通通院院にに要要ししたた金金額額」」はは、、１１日日のの通通院院にに要要ししたた距距離離にに１１Km未未

満満のの端端数数がが生生じじたた場場合合はは、、端端数数をを切切りり上上げげたた距距離離にに３３７７円円をを乗乗じじ
てて下下ささいい。。
（（例例））
往往復復４４．．２２Km→端端数数をを切切りり上上げげてて５５Km
５５キキロロ××３３７７円円＝＝１１８８５５円円

１１日日のの通通院院にに要要ししたた距距離離はは、、１１Km未未満満のの距距離離をを
切切りり上上げげ等等せせずずにに記記載載ししてて下下ささいい。。
（（例例））片片道道２２．．１１Kmのの場場合合

片片道道２２．．１１Kmをを２２倍倍→往往復復４４．．２２Km

「「１１日日のの通通院院にに要要ししたた金金額額」」欄欄にに記記載載ししたた金金額額にに通通院院
日日数数をを乗乗じじたた額額ををそそれれぞぞれれ合合計計ししててくくだだささいい。。
（（例例））
（（１１））１１８８５５円円××４４日日＝＝７７４４００円円
（（２２））１１１１１１円円××１１日日＝＝１１１１１１円円
（（３３））１１７７００円円××１１日日＝＝１１７７００円円
７７４４００円円＋＋１１１１１１円円＋＋１１７７００円円＝＝（（５５））１１，，００２２１１円円

記記 載載 例例：：自自家家用用自自動動車車往往復復 ４４日日分分
自自家家用用自自動動車車片片道道 １１日日分分（（往往路路））
鉄鉄道道片片道道用用自自 １１日日分分（（復復路路））
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都道府県労働局一覧

都都道道府府県県 郵郵便便番番号号 住住所所 電電話話番番号号

北海道 060-8566 札幌市北区北8条西2丁目1番1号 札幌第1合同庁舎 011-709-2311

青 森 030-8558 青森市新町2-4-25 青森合同庁舎 017-734-4115

岩 手 020-8522 盛岡市盛岡駅西通1-9-15 盛岡第2合同庁舎 019-604-3009

宮 城 983-8585 仙台市宮城野区鉄砲町1番地 仙台第4合同庁舎 022-299-8843

秋 田 010-0951 秋田市山王7-1-3 秋田合同庁舎 018-883-4275

山 形 990-8567 山形市香澄町3-2-1 山交ビル 023-624-8227

福 島 960-8513 福島市花園町５－46　福島第二地方合同庁舎 024-536-4605

茨 城 310-8511 水戸市宮町1-8-31 茨城労働総合庁舎 029-224-6217

栃 木 320-0845 宇都宮市明保野町1-4 宇都宮第2地方合同庁舎 028-634-9118

群 馬 371-8567 前橋市大手町2-3-1 前橋地方合同庁舎 027-896-4738

埼 玉 330-6016 さいたま市中央区新都心11-2 ランド・アクシス・タワー 048-600-6207

千 葉 260-8612 千葉市中央区中央4-11-1 千葉第2地方合同庁舎 043-221-4313

東 京 102-8306 千代田区九段南1-2-1 九段第3合同庁舎 03-3512-1620

神奈川 231-8434 横浜市中区北仲通5丁目57番地 横浜第2合同庁舎 045-211-7355

新 潟 950-8625 新潟市中央区美咲町1-2-1 新潟美咲合同庁舎2号館 025-288-3506

富 山 930-8509 富山市神通本町1-5-5 富山労働総合庁舎 076-432-2739

石 川 920-0024 金沢市西念3-4-1 金沢駅西合同庁舎 076-265-4426

福 井 910-8559 福井市春山1-1-54 福井春山合同庁舎 0776-22-2656

山 梨 400-8577 甲府市丸の内1-1-11 055-225-2856

長 野 380ｰ8572 長野市中御所1-22-1 026-223-0556

岐 阜 500-8723 岐阜市金竜町5-13 岐阜合同庁舎 058-245-8105

静 岡 420-0859 静岡市葵区栄町４－10　　静岡栄町ビル 054-653-6050

愛 知 460-0008 名古屋市中区栄2-3-1 名古屋広小路ビルヂング 052-855-2145

三 重 514-8524 津市島崎町327-2 津第2地方合同庁舎 059-226-2109

滋 賀 520-0806 大津市打出浜14-15 滋賀労働総合庁舎 077-522-6630

京 都 604-8171 京都市中京区烏丸通御池下ル虎屋町577-2　井門烏丸姉小路ビル 075-211-4100

大 阪 540-8527 大阪市中央区大手前4-1-67 大阪合同庁舎第2号館 06-6949-6507

兵 庫 650-0044 神戸市中央区東川崎町1-1-3 神戸クリスタルタワー 078-367-9155

奈 良 630-8113 奈良市法蓮町163-1新大宮愛正寺ビル 0742-32-1910

和歌山 640-8581 和歌山市黒田2丁目3番3号 和歌山労働総合庁舎 073-488-1153

鳥 取 680-8522 鳥取市富安2丁目89-9 0857-29-1706

島 根 690-0841 松江市向島町134番10 松江地方合同庁舎 0852-31-1159

岡 山 700-8611 岡山市北区下石井1-4-1 岡山第2合同庁舎 086-225-2019

広 島 730-8538 広島市中区上八丁堀6-30 広島合同庁舎第2号館 082-221-9245

山 口 753-8510 山口市中河原町6-16 山口地方合同庁舎2号館 083-995-0374

徳 島 770-0851 徳島市徳島町城内6-6 徳島地方合同庁舎 088-652-9144

香 川 760-0019 高松市サンポ-ト3番33号 高松サンポ-ト合同庁舎北館 087-811-8921

愛 媛 790-8538 松山市若草町4-3 松山若草合同庁舎 089-935-5206

高 知 781-9548 高知市南金田1-39　高知労働総合庁舎 088-885-6025

福 岡 812-0013 福岡市博多区博多駅東2-11-1　福岡合同庁舎新館 092-411-4799

佐 賀 840-0801 佐賀市駅前中央3-3-20 佐賀第2合同庁舎 0952-32-7193

長 崎 850-0033 長崎市万才町7-1　ＴＢＭ長崎ビル 095-801-0034

熊 本 860-8514 熊本市西区春日2-10-1 熊本地方合同庁舎A棟 096-355-3183

大 分 870-0037 大分市東春日町17-20 大分第2ソフィアプラザビル 097-536-3214

宮 崎 880-0805 宮崎市橘通東3-1-22 宮崎合同庁舎 0985-38-8837

鹿児島 892-0842 鹿児島市東千石町14番10号　天文館ＮＮビル 099-223-8280

沖 縄 900-0006 那覇市おもろまち2-1-1 那覇第2地方合同庁舎1号館 098-868-3559

（R7.1）

この記載内容や詳細につきましては、所管もしくは最寄りの都道府県労働局または労働基準監督署に

お問い合わせください。
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